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濃紺の背広との別れ 

人生には出会いもあれば別れもあります。１０数年間苦楽をとも

にしながら、私の生き様を見てきてくれたパートナーがいます。そ

れは１着の濃紺の背広です。捨てがたく、もう１年、もう１年と、

つい着込んでしまいました。さすがに色あせ、ほころびも目立ち、

いよいよ限界となりました。  

あるおばあちゃんが相談にみえました。数１０年前に父親が亡く

なり、その後に母親が亡くなりました。まだ相続手続きをしていま

せん。名義を変えてほしいとの相談です。母親は父親（夫）の相続

人の立場と、被相続人の立場を持つことになります。遺産分割協議

書での母親の表示は「相続人兼被相続人」となります。  

遺産は約４０坪ほどの土地です。相続人は妹が１人とのこと、妹

からは姉が相続する同意を得ているとのことです。司法書士をセッ

トして相続登記をすれば済む話と思われました。が、このおばあち

ゃんは１人暮らしです。いわゆる独居老人です。話を傾聴していく

うちに、ご主人と離婚をしているとのこと、父親の土地の上にある

建物は別れたご主人とおばあちゃんの共有になっていること、２人

の子供は事情があり、おばあちゃんの面倒を見るのは難しいことが

分かりました。この相続問題の本質は何かを考えました。ひとり暮

らしをしているおばあちゃんが頼りになるのはお金です。  
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相続した土地を将来換金し、老人ホームなどの費用にあてる必要

があります。ここで問題が出てしまいました。相続する土地上の建

物は元ご主人との共有です。土地を売るには建物の解体の承諾を取

っておくか、おばあちゃんの単独所有にしておく必要があります。  

元ご主人のところへ行きました。丁寧に事情を説明し、建物の持

分を贈与してくれるようお願いしました。こちらの誠意が通じ贈与

契約書にハンコを押してくれました。建物は築年数も経過し持分も

半分なので評価も低く贈与税の負担はありません。  

これでこの土地をいつでも売却し、老人ホームの費用にあてるこ

とができます。その時は私が仲介することを約束し一件落着です。

おばあちゃんからは「神様だよ」と言われました。  

相続アドバイザーは弁護士や税理士などの専門家ではありません。

士業でない者が、相続の世界で生きていくには「問題点を感じ取る

感性」と「本質を見抜く目」そして「思いやりの心」を、知識以上

に身につけておく必要があります。  

小さな仕事だとお思いでしょうが、相談者にとって荷物の大きさ

は違ってもその重みは同じです。どんな小さな仕事でも相手のため

に全力で取り組む気持ちがなければ大きな仕事はできません。  

よい仕事をした後は心地よいものです。この相続案件が長く連れ

添ってきたパートナー（背広）との最後の仕事になりました。シワ

を伸ばし丁寧にたたんで、長い間お世話になったパートナーに別れ

を告げました。「ありがとう」の言葉が自然と出てきました。  


